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新法学部長就任のご挨拶

〓爪　誠　HIZUME Makoto

　衣笠の桜はいつ見ても素晴らしいと、今年

の春もキャンパスを一望しながらそう思いま

した。立命館大学法学部開設 121 周年にあ

たり、衣笠キャンパスに法学部が移転して以

来、いつもの桜に包まれたこの春も、昨年に

引き続きコロナ禍と向き合うこととなりまし

た。大学が過去に経験したことのないこの事

態の中、法学部長を務めさせていただくこと

になりました。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

　喫緊の課題はコロナ禍への対応となりま

す。今年度は、4 月 2 日に 1 回生の入学式を、

4 月 4 日には新たな試みとして 2 回生の入学

式を執り行いました。例年とは異なる学生の

「気」を感じたのも束の間、4 月 15 日以降、

再びオンラインを主とした教学体制に戻らざ

るを得なくなっております。昨年度の経験も

あり、技術的には対面の授業とオンラインで

の二本立て教学に慣れてきた側面もあります

が、大学の意義とはいったい何なのか、どう

あるべきかを考えさせられる日々が続いてい

ます。

　さて、本年度は「法曹進路プログラム」の

1 期生が、法科大学院への進学に挑むことの

できる年となります（詳細は、http://www.
ritsumei.ac.jp/law/education/housou/をご参

照ください）。京都法政学校として発足した

立命館の法学部としても法曹養成の新局面と

してこのプログラムの運営に注力していま

す。ここまで関係教員が総力を挙げて取り組

んでまいりましたので、あとは学生たちが大

きく羽ばたいてくれるものと信じておりま

す。

　本学部の特徴として、公務、行政分野の教

学が挙げられます。本学部は法学と政治学を

学びの柱としており、両者の有機的な連関に

より、学生たちが公務員等として公共の政策

現場で活躍するための思考力と知識をつけら

れるよう尽力しています。今般のコロナ禍の

事情において、これほどまでに ‘ 公 ’ の判断

とリーダーシップが問われたこともなかった

のではないでしょうか。本学部の学生が自分

たちでこの困難な時代を科学的に分析し、よ

り良い政策を実現し、新たな時代を切り拓い

ていけるように、公務行政特修での教学にさ

らに工夫を重ねていきます。

　また、本学部卒業生の多くが民間企業に就

職することも踏まえ、学生らに実社会での法
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実践へのプロセスをより明確に示すことにも

努めています。現在法学部は、司法特修（法

曹進路プログラムを含む）、公務行政特修の

ほかに、6 つのプログラム（グローバル・ロー、

ビジネス・金融、生活・環境、自由・人権、

歴史・文化、政治・市民社会）を設定してい

ます。本学部は、こうしたプログラム選択

が、学生が中長期的なビジョンを設定する際

の指針となるよう、時代の要求に合わせてま

たはそれを先回りする形で編成を行ってきま

した。特に先行きの見えない今日においては

プログラムの選択肢が今まで以上に重要な意

味を持つと認識しています。本学部の学生た

ちがこれからを力強く生き抜いてゆけるよう

なプログラムを引き続き提供していきます。

　さらに国際化も法学部の目指すところであ

ります。2005 年から始めた法学部独自の留

学プログラムは、オーストラリア国立大学で

の３週間の研修や東南アジア諸国の法学とそ

の実務に関する研修など、これまで堅調に拡

大と深化を遂げてきました。現在は世界情勢

から学生を送り出すには厳しい状況にありま

すが、国際化が進み、人々の交流が活発化す

る中で多様な法律関係への理解とそれへの対

応力が重要となります。国際社会においてこ

れらの要求に応えられるよう、学生らが国際

的な視座で法律を学ぶための学部のプログラ

ムのより一層の国際化に取り組んでいきま

す。

　私の専門は国際私法で、本学法学部で、木

棚照一早稲田大学名誉教授のゼミに属したの

が、この学問に携わるきっかけでした。「国際」

という言葉は、何かそれ自体に「広がり」の

ある不思議な魅力があります。実は、国際私

法という分野は比較的ドメスティックな領域

なのですが、その言葉の力のおかげで、留学

はじめ国際的な仕事にも携わってきました。

法学部および国際私法学への恩返しのような

つもりで、国際化には少しこだわってみよう

かと思います。

　前任校に赴任したての頃、その共同研究ス

ペースでの会話で、この立命館大学法学部の

ニューズレターが話題になり、少しうれし

かったような、懐かしかったような思いを

持ったことを覚えています。私自身も立命館

大学大学院法学研究科の出身ですが、同研究

科出身の多くの研究者が国内外で活躍されて

います。いろんな機関でご活躍のこれらの

方々はじめ読者の方に、ニューズレターを介

して安心し期待していただけるような情報が

提供できるよう努めていきたいと思います。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

（ひづめ　まこと・国際私法）
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品谷　篤哉　SHINATANI Tokuya

　2021 年４月より法学研究科長に就任しま

した。研究科長の仕事は初めてです。ほとん

ど無知の状況から少しでも知識を吸収するべ

く、前任の山本忠先生をはじめとする諸先生

方および職員の方々からお話を伺うと、法学

研究科の少なからぬ課題が見えてきます。課

題は具体的にどのような内容か、問題の源泉

は何か、どのように取り組むのが適切か、取

り組みにより法学研究科の教育と研究にどの

ような効果が見込めるか・・・。１つの課題

から、さらに次々と課題が見えてきます。い

ずれも関係する方々のお力添えがなければ取

り組みの困難な課題ばかりです。以下では最

も重要な課題の１つである入学者確保につい

て記してみます。

　2021 年４月の博士課程前期課程の新入生

は７名でした。定員が 60 名なので、定員充

足率は 11.7% です。この数字を向上させな

ければなりませんが、言うまでもなく難題で

す。迅速・劇的に向上させる特効薬など、あ

ろうはずがありません。難題に対する従来か

らの取り組みを吟味・改善するのみです。取

り組みとは、法学研究科へ進学したいと思わ

せるように法学研究科の教育・研究の魅力を

高め、わかりやすく学部生に伝えることです。

　そのためにはどうするか。法学研究科の沿

革を振り返ると、1950 年に研究者養成から

出発し、研究者養成以外の目的を持った教育

課程として 1994 年に専修コースが設けられ

ました。研究者養成は現在の研究コースが承

継し、専修コースは現在のリーガル・スペシャ

リスト・コース、公務行政コースおよび法政

リサーチ・コースが賄っています（以下では

これら３つを「３コース」と記します）。現

在の法学研究科は、研究コースと「３コース」

に大別されるとともに、いずれも修士論文の

執筆を要求します。換言すれば前期課程は、

修士論文執筆に取り組むべき２年間です。

　この２年間では、学部の４年間では洗練の

困難な実力の養成に向けて作業を重ねます。

判例や学説をわかりやすく簡潔にまとめ、時

系列に即して事実関係を正確に把握し、要件・

効果や目的・手段等の論理的な思考力を高め、

読み手にとってわかりやすく理解できる文章

を書く等の作業です。こうした作業を繰り返

して身につける実力は、実務でも十分に通用
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します。むしろ実務は、当該実力を備えた人

こそ必要としています。テレワークの普及・

浸透が進み、「飲み会で腹を割って話せばわ

かる」といったスタイルが遠のく現状に照ら

すと、法学研究科修了生への実務的ニーズは

従来より一層高くなりそうです。

　法学研究科の大学院生には、こうした実務

のニーズを繰り返し伝えたいと考えていま

す。当の本人は濃厚な授業への対応に多忙な

毎日を過ごし、自己の実力が向上したと認識

していないかも知れませんが、誇るべき実力

です。こうした実力を養成する効果を院生各

自が意識するようになると、各回の授業にお

ける各自の対応にも工夫が出てくるでしょ

う。たとえば判例・学説を 400 字程度にま

とめる、時系列を当事者ごとに色分けする、

要件と効果が結びつく合理性に言及する、１

文を 100 字程度に短くする等の工夫です。

実用を強く意識した法学研究の芽生えです。

　こうした法学研究は、研究コースおよび「３

コース」の両者に当てはまります。しかしな

がら前期課程のみで社会へ巣立つ「３コー

ス」については、もっと大胆な方策も考えら

れそうです。たとえば研究コースは特定の分

野・科目における研究活動を目標とするのに

対し、「３コース」はそのような目標を掲げ

ません。修士論文執筆については特定の分野・

科目を想定するものの、実社会での活躍を意

識するならば、修士論文執筆以外の活動では

分野・科目にそれほどこだわる必要はありま

せん。他研究科科目受講制度のより積極的な

活用も望まれるところです。修了後の実社会

で自己が活躍したい分野や具体的な仕事の内

容に照らし、バラエティとオリジナルに富む

時間割表を各自が作成するようになれば、「３

コース」の意義が具体的に反映されたと認識

できるでしょう。

　また大学院進学後の受講科目がバラエティ

に富むことを所与とするなら、研究者養成を

前提とした２科目入試についても見直しの余

地はありそうです。現行の一般入試は、研究

コースも「３コース」もすべて２科目入試で

あり、研究者養成の考えが出発点となってい

ます。けれども研究コースとはそもそも意義

が異なる以上、「３コース」では入試の受験

科目が２科目たるべき必然性は乏しいとも考

えられそうです。

　以上は就任間もない時期における思いつき

に他なりません。ただし法学研究科が少なか

らぬ課題を抱えていることは、否定しがたい

事実です。思いつきが浮かんだ背景を率直に

説明しながら、数多くの方々との話し合いを

通じ、課題解決の具体的な方策を検討してい

きたいと考えています。皆様のご支援・ご協

力を賜りますよう、何とぞ宜しくお願い申し

上げます。

（しなたに　とくや・商法）
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着任のご挨拶

田中　良弘　TANAKA Yoshihiro

　2021 年 4 月に立命館大学法学部に着任し

ました田中良弘と申します。出身は大阪府で

すが、国際基督教大学（東京都三鷹市）に進

学して以降ずっと関西を離れており、20 数

年ぶりに戻ってきました。久しぶりの関西弁

に戸惑うことも多いですが、そのうち私自身

も関西弁（大阪弁）に戻ると思いますので、

しばらくは中途半端な話し方をしていても見

守っていてください。

　さて、私の専門は行政法ですが、本格的に

行政法の勉強を始めたのは 2012 年に一橋大

学の博士後期課程に進学してからで、実はま

だ 10 年も経っておりません。かなり遠回り

をしてから研究者に転じたため、いい年齢に

もかかわらず、科研費の定義では、あと５年

は若手でいられるようです。

　話のついでに経歴を紹介しますと、学部で

は数学を専攻し、法律科目は教職課程の必修

科目だった日本国憲法を履修しただけで、行

政法については大げさではなく存在すら知り

ませんでした。大学卒業後は、少しだけ高校

の数学教師をした後でシステムエンジニアに

転じ、そのまま 30 歳目前まで法律学とは無

関係の人生を歩んでいました。

　そのような私が法律の世界に足を踏み入れ

たのは、なにか高尚な理由があったわけで

はなく、IT バブル（この言葉自体に時代を

感じます。）が弾けた後もしばらくは景気の

よかったシステム業界に陰りが見え始めた

2004 年に法科大学院が発足し、「社会人も大

歓迎！」「未修者でも３年勉強すれば８割は

司法試験合格！」といった夢のような誘い文

New Face
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　　新任紹介

句に惹かれ、司法試験に受かればきっと将来

の不安はないという極めて俗な考えから、千

葉大学法科大学院の未修コースに進学したこ

とがきっかけでした。

　入学後しばらくして、未修コースと言いつ

つ本当の未修者（いわゆる純粋未修）は数え

るほどしかいないことや、８割合格すると言

われていた新司法試験の合格率がせいぜい３

～４割であることが発覚し、働きながら法科

大学院に通って法曹資格を取るという、今か

ら考えればコーヒー牛乳に砂糖を溶かしたよ

うな甘い考えはあえなく潰えましたが、幸い

にも先生方や同期に恵まれ、３年後に無事に

司法試験に合格することができました。本音

を言うと、１回で合格しなければシステムエ

ンジニアに戻ることを考えており、司法試験

直後の５月末から、昔のツテを頼って、とあ

る大手システム会社の契約社員としてシステ
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ムの実装やテストに勤しんでいました。その

ため、司法試験の合格発表は勤務先のパソコ

ンで法務省のサイトを確認したのですが、ア

クセスが集中したためになかなか表示され

ず、何ともいえない気分で PDF がゆっくり

と表示されるのを眺めていた記憶が今でも

残っています。

　その後、それまでのキャリアや理系の知識

を使って知的財産を扱う弁護士になるつもり

で特許系の法律事務所から内定をもらいまし

たが、司法修習で検事の仕事に魅力を感じ、

検察教官のご尽力もあって任官することがで

きたため、しばらく検事として刑事事件の捜

査や公判に携わっていました。さらにその

後、法科大学院時代の恩師である鈴木庸夫先

生（現・弁護士）から研究者の道に誘われた

ことがきっかけで、鈴木先生の母校である一

橋大学の博士後期課程に進学し、高橋滋先生

（現・法政大学教授）の下でようやく行政法

の勉強を始め、現在に至っています。

　とりとめもなく経歴を紹介していたら既に

指定された文字数を超過してしまい、肝心の

研究者の道に転じた後の経歴を紹介すること

ができなくなりましたが、博士課程を修了し、

一橋大学と新潟大学で計６年間勤務した後、

この４月に立命館大学法学部に着任いたしま

した。研究者としても教員としてもまだまだ

未熟なためにご迷惑をおかけすることも多い

と思いますが、ご海容の上、ご指導いただけ

れば幸いです。

　どうぞよろしくお願い申し上げます。

（たなか　よしひろ・行政法）

New Face
　　新任紹介

十数年ぶりの法科大学院

古庄　順　FURUSHO Jun

　このたび、法科大学院の実務家教員を命ぜ

られました京都地方裁判所裁判官の古庄順と

申します。

　私は、法科大学院の一期生であり、十数年

前に某法科大学院で学んでいた頃のことが懐

かしく思い出されます。今想像すると、法科

大学院で指導するというのは大学の先生方に

とっても初めての経験であり、様々なご苦労

があり、試行錯誤を重ねておられたのだろう

と思いますが、気楽な学生であった私は、そ

のようなことは全く考えもせず、学部で指導

を受けた先生方が学部時代とは一味違う授業

をされているのが刺激的で面白く感じられ、

充実した日々を送っておりました（言うまで

もなく、学部時代の授業も、手法の差はあれ、
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また素晴らしいものでした。念のため。）。初

めて出会う実務家教員の授業も、新鮮で興味

深いものでした。このような私にとって、十

数年ぶりに法科大学院に戻って来る機会を与

えていただいたことは、大変嬉しく、光栄な

ことです。授業の準備には思っていたよりも

ずっと時間がかかることが今更ながら分か

り、十数年前にご指導いただいた先生方に対

し改めて感謝の念を強くしたところですが、

法曹の世界では先輩から受けた恩は後輩に対

して返すのが伝統と思われますので、微力な

がら立命館大学法科大学院の学生が知的刺激

に満ちた充実した日々を送ることができるよ

う尽力することにより恩返しができればと存

じます。法科大学院にいると忘れがちな学生

もいるかもしれませんが、新しい知識を得る

ことは喜びであり、勉強は本来苦しいもので

はありません。このような気持ちを思い出し

てもらうお手伝いもできればと思っておりま

す。

　熊本で司法修習を受けた後、裁判官になっ

てからは、大阪地裁、鹿児島家裁、福井地家

裁武生支部と、大規模庁、中規模庁、小規模

庁で勤務し、民事、刑事、家事、少年を満遍

なく担当してまいりました。この４月からは

京都地裁で専ら民事訴訟事件を担当し、ウェ

ブ会議デビューを果たしたところです。この

間、判事補の在外研究制度によりアメリカ合

衆国ヴァージニア州のウィリアムアンドメア

リー大学ロースクールや裁判所において１年

間研修する機会を得たり、独立行政法人国際

協力機構（JICA）の長期専門家としてベト

ナムのハノイにおいて検察官や弁護士の専門

家とともに２年間法整備支援に従事する機会

を得たりしたこともございました。これら一

つ一つの任地での新たな挑戦や経験は、私に

とってかけがえのない財産であり、また、私

を形作る一部になっているものと思います。

　法科大学院では、２年生向けの「民事訴訟

実務の基礎」と３年生向けの「民事裁判総合

研究」を担当いたします。この十数年の間

に、司法研修所の要件事実論の象徴ともいえ

る「貸借型理論」がかつての位置付けではな

くなり、実体法の解釈に応じて要件事実は変

わり得るという当然のことをより意識的に指

導するようになるなど、司法研修所の要件事

実論にも様々な変化があるようです。一から

勉強し直して知識をアップデートするととも

に、法曹の仕事は要件事実を機械的に適用す

ることではなく、あくまで事件や紛争を解決

することですから、そこに至るための道筋や

そのような仕事の魅力についても伝えられる

ような授業ができればと思っております。

　とはいえ、未だ未熟な中堅裁判官に過ぎま

せんし、これまで司法修習生の指導をしたこ

とはあっても、体系的な計画に沿って学生の

指導をするのは初めてであり、何かと行き届

かないこともあろうと存じます。また、私自

身もこの機会を活かしてまだまだ成長したい

と思っております。多くの先生方からご指導

をいただければ幸いに存じますので、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。

（ふるしょう　じゅん・要件事実論）
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Sabbatical

　　外留報告

ホーム・サバティカル

畑中　麻子　WECHS HATANAKA Asako

Sabbatical

　２０２０年３月１４日のドイツ。某歌詞の

言霊を借りれば、「最悪ななな春」の始まり

である。

　皆様のご厚意で在外研究の機会をいただ

き、深い感謝の念を抱きつつ衣笠を後にした

のは２０１９年夏。辞めないことだけに必死

な日々から脱却し、家族の傍でただ静かな研

究生活を送ることを心待ちに旅立った。

　半年間は穏やかな日常を過ごし、執筆に集

中した。奇異な経歴の若年アジア女性アソシ

エートプロフェッサーに受入機関は若干困

惑していたが、その間、いくつかの国際交

流プログラムに招聘された。中世の街並み

が残るチュービンゲン大学では「Doshisha 
Week」に参加し、 紙面でしか接点がなかっ

た調停研究の第一人者と議論する機会に

恵 ま れ た（https://www.doshisha.ac.jp/en/
news/2019/1211/news-detail-1109.html）。 
また、フランクフルトのゲーテ大学では

「Digital Copyright Workshop」 に て 報 告

の機会を得た（ZjapanR, Nr. 50, 2020, SS. 
295-300 参照）。竜巻きの襲来で街が閉鎖さ

れる事態があった翌日となったが、大学院留

学中に訪問したことがあるかつてのキャンパ

スは近代化されており、１５年ぶりの懐かし

い邂逅も果たした。といっても、相手は扉の

ないエレベーターだが（写真　注：その当時

は乗り降りできた）。 
　ところが、年が明けて寒さが一層厳しくな

る頃から雲行きが怪しくなり、突然国境が閉

鎖されてしまう。ボーダレス化が進む時代に

生まれ落ち、まさかベルリンの壁のような事

態を経験することになるとは予想だにしな

かった。いわゆるロックダウンが２０２０年

３月１４日から施行されると、生活は様変わ

りする。パン屋・スーパー・薬局等の生活必

需品店舗以外は閉鎖され、同居家族以外とは

面会が許されず、夜間外出も禁止された。 
感染症対策の効力は法律上３週間程度に限定

されるので、翌週以降の状況はまるで見通し

が立たない（ドイツの感染症については、石

塚壮太郎「ドイツ連邦議会による「緊急事態

宣言」」ジュリスト 1556 号 59 頁参照）。研

究環境も悪化するばかりで、キャンパスは閉

鎖され図書館も利用ができなくなってしまっ

た。仕方なく台所の片隅に机と PC モニター
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Sabbatical

を設置し、細々と作業を続けるよりほかな

かった。渡航制限で一時帰国が叶わず、祖母

の旅立ちを見送ることもできなかった。

　不穏な春を何とかやり過ごし、夏の訪れと

ともに一時期は飲食店も再開したが、落ち葉

が二度目のロックダウンを運んできた。２回

目の正月明けには 「 Schnabel Maske（嘴マ

スク）」の異名をもつ医療用マスクの着用が

義務化された（喘息持ちの家族には、市町村

からすぐさま割引購入券が届いた）。最も状

況が逼迫した時点で、居住地では人口１０万

人の感染者が２０００を超えていた（検査数

の実態は考慮せず比較すると、今春大阪でま

ん延防止等重点措置が発令された際は６０程

度）。そして、２０２１年５月初旬現在、三

度目のロックダウンが続いている。２月頃に

連邦政府から提示された緩和政策は、数値が

３５以下を達成すれば美術館や劇場を１年ぶ

りに再開するというものであったが、学校再

開の基準は１６５以下に修正され（政治的思

惑で１００から引き上げられた）、週毎の平

均値を元に金曜日から土曜日にかけて翌週の

教育形態が自治体ごとに決定されるという状

況が続いている。 
　そんな中、研究活動はオンライン上で活性

化していった。一方で、５月初旬を皮切りに

次々とシンポジウムが開催され、出張の労な

く各地をバーチャル訪問することができた。

国際学会の企画委員会も Zoom で開催され、

北は米合衆国から南はモーリシャスまで、世

界の同僚達と２０２３年について展望を協議

した。他方で、Zoom の限界も見えてきた。

モノカルチャーの更なる侵食、すなわち英語

一辺倒の学術交流と「著名人」による登壇の

繰り返し、そして新たなネットワーク構築

の難しさである（Zoom では名刺交換できな

い！）。

　同時に、知的財産の意義を考え直す契機に

もなった。資料への物理的アクセスができな

いため、過年度より実験的に着手していた学

術書の電子書籍を片っ端から試し、デジタル

著作権管理や価格競争等の実態を検証した。

重く分厚い学術書が電子化されると便利なこ

とこの上ないのだが、英語文献に限られる上

に電子書籍リーダーの機能に研究効率が左右

され、出版社の電子戦略に振り回される。ま

た、報道されているようにワクチンをめぐる

特許戦争は熱を帯びている。

　 かくして、在外でのホーム・サバティカ

ルは終わりを迎えてしまった。壮絶なコロナ

体験が帰国後の空港隔離によって更に上塗り

されてしまっただけに（離陸後、一切の説明

なくホテルの一室で３日間幽閉された）、「お

帰りなさい」の一言はとても温かく心に響い

た。やはり、対面の交流は大切である。折角

の機会を十二分に活かすには至らなかったこ

とが悔やまれるが、 オンライン講義等対応へ

の大変なご苦労があった中、法学部の先生方

には貴重な時間をいただいたことに改めて御

礼申し上げたい。そして、無為に奪われた多

くの命に、この場を借りて心からのお悔やみ

を申し上げたい。

　冒頭の歌は「この春をずっと僕は僕らは忘

れないだろう　虞美人草が揺れている」と続

く。果たして、彼の地でポピーは見かけただ

ろうか。次回の在外研究では小さな生き物た

ちにも目を配るだけの余裕がある滞在となる

ことを願うばかりである。

（はたなか　あさこ・知的財産法）
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　　自著紹介

「地方自治組織法制の変容と地方議会」を上梓して

駒林　良則　KOMABAYASHI Yoshinori

My Book

M
y Book

立命館大学法学叢書第 22 号

『地方自治組織法制の変容と地方議会』

駒林良則著　法律文化社

2021 年 2 月　￥6,160（税込）

　2021 年 2 月に立命館大学法学叢書第 22
号として『地方自治組織法制の変容と地方議

会』を法律文化社より刊行することができた。

地方議会を扱う単著としては、2006 年に刊

行した『地方議会の法構造』に続くもので、

前著以降に公にした地方議会に関係する諸論

攷等を一書にまとめ、加筆修正したものであ

る。

　前著では地方議会の法的性格や自治体組織

における法的位置づけを考察するために、主

としてその法原理を扱うものであったが、そ

こでは十分に扱えなかった議会の位置づけの

精緻化や議会自律権など、積み残していた課

題があることは承知していた。かかる課題に

取り組むべく考察を進めていたが、その後、

自治体組織の基本構造における抜本的改革の

議論が注目を浴びたこと、地方議会改革が本

格化したことを受けて、筆者としても地方議

会を含む自治体組織の法制面に視野を拡げて

考察することが不可避となった（これらにつ

いては、本書第 1 章及び第 5 章で詳論して

いる）。本書はかかる状況の推移を踏まえて、

テーマを地方議会に限定せずに研究をすすめ

た成果であるということができる。さらにい

うと、本書の「はしがき」にも触れたように、

議会の法理論面だけでなく議会実務の側面に

も関心を持つようになったことも本書の刊行

動機となっている。この点について本書では

直接に扱う章はないものの、全体に亘って意

識したつもりである。

　さて、本書における筆者の一貫した問題関

心は、地方議会及びそれと関係する自治体組

織法制に関するこれまでの一般的理解が現行

憲法から要請されるべき自治体組織と整合的

であるといえるのか、という点である。例え

ば、地方議会の権能や議会と長の関係におい

ては旧地方制度から現行地方自治法に引き継

がれた仕組があるが、こうした仕組が十分に

吟味されることなく現行の自治体組織に組み

込まれていることを問題視すべきであるの

に、その点について大勢は関心を示してこな

かった。本書は、かかる仕組の整合性の検討
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M
y Book

を本書第 4 章で行っている。本書の検討が十

分であるとは言えないかもしれないが、現在

の議論動向が自治体の組織形態の多様化柔軟

化を志向している状況において、――この方

向性自体に異論があるわけではないが ――こ

れに関わる議論にこうした観点が十分に反映

されていないのではないか、との危惧を持っ

ている。この点で、本書は現在の議論にもコ

ミットするものであるといえるだろう。

　なお、第 2 章では自治組織権を論じた。自

治体組織を考察するときにその基底といえる

自治組織権について、地方分権改革以降の制

度上の変容がみられるにも拘わらず、その原

理的解明が未だ十分でないことが指摘できる

ように思われるが、これに対して私見を提起

している。

　さらに、第 5 章では、前著からの懸案であっ

た議会の自律権と近時の地方議会改革につい

て、それぞれ私見を整理している。特に、議

会の自律権について、国会の各議院の自律権

とは同じものではなく原則として司法審査に

服するものであること、しかし、服すること

が地方議会に自律権がないことにはならない

ことを強調している。

　終章では、これまでの考察を踏まえて「自

治体組織法の今後」として、今後検討すべき

課題を挙げた。

　その一つは、「地方議会法」の構想である。

国会と地方議会を統一的に理解する「議会法」

というものがある一方で、行政法学では地方

議会は「行政組織法」で扱われてきた。本書は、

国会と同じ法原理で説明することに無理があ

るではないかとし、また、行政組織法のなか

で地方議会の法制度を扱うことにも限界があ

るとの立場を表明して、地方議会については

独自に「地方議会法」という法領域を形成す

べきである、とした。但し、その内容は十分

に検討できなかったため今後の課題とした。

　二つ目は、自治体組織法なる観念を提起す

ることである。これは、すでに述べたように、

自治組織権を考察したことを踏まえて、この

自治組織権を基底に据えて、行政組織法とは

別に「自治体組織法」を形成すべきではない

か、と考えている。これまでの行政法学では

地方議会は行政組織法のなかで扱われてきた

が、統治の機関である地方議会を行政組織法

のなかで扱うことには疑問があること、また

自治体組織原理が国の行政組織とは異なる法

原理によって統制されていることからも、「自

治体組織法」なるものを措定して、自治体組

織の法的構成を整理し直すべきではないかと

考えている。

　前著刊行の後、地方議会改革の具体的取組

について関与する機会が得られたことは、実

務面への関心を抱くきっかけとなったととも

に、先に述べたように、本書執筆の動機になっ

たといえる。実務に接してみて、地方議会の

有り様について感じたことは、地方議会の自

律性をもっと拡大できないか、ということで

ある。各議会が自らの自律権を行使すること

で、地方議会はもっと自由に活動できるので

はないか、ということである。それとともに、

各議会は自らに適合した議会を模索すべきで

あるのに、残念ながらそうした意識を持つ議

会が極めて少ないということである。こうし

た状況を一歩でも前にすすめるために、本書

が少しでも役立つことを願うばかりである。

（こまばやし　よしのり・行政法）
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　　自著紹介

『現代民主主義 ―― 指導者論から熟議、
ポピュリズムまで』（中公新書 2021）

山本　圭　YAMAMOTO Kei

My Book

『現代民主主義

指導者論から熟議、ポピュリズムまで』

山本圭著　中公新書

2021 年 2 月　￥946（税込）

　2020 年度は学外研究の機会をいただいた

のですが、コロナ禍で渡英を断念せざるをえ

ませんでした。ブライトンどころか近所のコ

ンビニに行くことすら躊躇われる生活がしば

らく続き、オンライン化一年目の先生方のご

苦労を案じつつも、結局 STAY HOME のま

ま学外研究期間を終えてしまいました。そう

した鬱屈とした日々のなかでなんとか学外研

究中の成果らしい成果として刊行できたのが

本書です。目次は以下の通りです。

序章　民主主義の世紀

第１章　指導者と民主主義

第２章　競争と多元主義

第３章　参加民主主義

第４章　熟議と闘技

第５章　現代思想のなかの民主主義

終章　未来に手渡す遺産として

　本書は、現代の民主主義論の発展とゆらぎ

を追いかける構成になっています。じつはこ

のかん、民主主義の新書が連続して刊行され

てきました。そうした出版ラッシュを横目に

しながらの校正作業は心穏やかなものでは到

底ありませんでしたが（苦笑）。こうした類

書との関連では、本書『現代民主主義』の特

徴を２点挙げることができると思います。第

一は、20 世紀以降に議論を限定したことで

す。民主主義の思想史といえば、古代ギリシャ

から始め、ルソーや近代革命を経由して現代

で終わるのがスタンダードな構成ですが、私

の本では解像度を目一杯あげて二十世紀以降

にフォーカスしました。これまで自分が研究

してきた政治学と現代思想の両方を射程にお

さめた仕方で、民主主義の 100 年史のよう

なものを描いたことになります。

　そのさいとりわけ注目したのは、20 世紀

の初頭に議論されていた「指導者民主主義」

でした。「指導者」という日本語は独裁者を

連想させてしまいますが、いわばリーダーや

リーダーシップのことです。マックス・ウェー

バーはちょうど 100 年ほど前、官僚制を抑
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制し、大衆を導く力強い指導者の必要を説い

ていました。こうした議論は、ポピュリスト

やコロナ禍で指導者のリーダーシップが注目

されるいま、あらためて重要になっています。

しかし、指導者の問題は、それが民主的な平

等と衝突することから、民主主義論ではあま

りポピュラーなトピックではありませんでし

た。リーダーシップとデモクラシーの問題に

どう折り合いをつけるのかは、今後も継続し

て深堀りしていきたいテーマです。

　 第二の特徴は、政治学の議論だけでなく、

いわゆる「現代思想」と呼ばれる哲学分野も

フォローしている点です。政治思想と現代思

想は比較的重なる部分があるはずなのです

が、分野的に棲み分けのようなものができて

しまっていて、残念なことにあまり相互に言

及がありません。しかし、やはりそれでは

もったいないのではないか。両者のあいだに

有意義な対話が生まれるきっかけになればと

思い、第５章では「現代思想のなかの民主主

義」を取り上げ、ジャック・デリダ、ジャッ

ク・ランシエール、エルネスト・ラクラウと

いった人々の民主主義論を詳しく論じていま

す。ついでに言えば、21 世紀の民主主義論

の展開として、認識的デモクラシー、ステー

クホルダー・デモクラシー、ケアの倫理など、

かなり新しい議論まで射程に入れている点も

本書の強みと言えます。

　本書は、いちおう学部生のような初学者に

むけたスタンダードな民主主義論を目指して

いました。それでも思いのほか時間がかかっ

たのは、何を書くかということよりも、「何

を書かないか」の決断でした。たとえばいわ

ゆる東側諸国で議論されていた「人民民主主

義」や日本の民主主義思想などは、本書では

ほとんど言及できていません。これらを自由

民主主義との関係で描き出すこともまた、本

書を書き上げるなかで出てきた課題です。

　それでも、ケルゼンやシュンペーター、熟

議やポピュリズムなど、本書には多様な論点

を散りばめています。お時間のあるときに本

書を手に取っていただき、パラパラと眺めて

いただければ幸いです。21 世紀の民主主義

がどのようなものになるのか、現在のパンデ

ミックがどのような影響を与えるのか、クリ

アな見通しは立ちませんが、それでも 20 世

紀の民主主義論の変化に繰り返し立ち返るこ

とは、いまなお意味のある作業であると信じ

ています。

　また、2021 年４月には共編著『よくわか

る政治思想』（ミネルヴァ書房）を刊行しま

した。こちらはシリーズ最多の執筆者数とな

り、古代から現代、西洋政治思想から日本思

想まで、幅広い分野をカバーしたテキストに

なっています。授業準備等の資料としてお手

元に一冊あると便利かと思いますので、こち

らもどうぞよろしくお願いします。

（やまもと　けい・政治学）M
y Book

野口雅弘・山本 圭・高山裕二編

『よくわかる政治思想』　ミネルヴァ書房

2021 年 4 月　￥3,080（税込）
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　　自著紹介

自著紹介『「法と経済学」の揺籃』

菊地　諒　KIKUCHI Ryo

　この度、成文堂「新基礎法学叢書」第 20
巻として、『「法と経済学」の揺籃』を上梓す

る運びとなりました。本書は、京都大学大学

院法学研究科博士後期課程にて行った研究活

動の成果として、2020 年に同研究科へ提出

した博士学位論文「アメリカ「法と経済学」

前史」（同年 3 月に博士（法学）を取得）に

大幅な加筆・修正を施したもので、法学と経

済学の統合を試みた個々の論者の見解につい

て掘り下げると共に、それらの影響関係につ

いても検討を加えることで、法学と経済学の

統合の系譜を思想史的な観点から描き出そう

と試みています。

　本書の構成は下記の通りです。第 1 章で

は、予備的な作業として、19 世紀アメリカ

の社会史における産業化の過程を概観し、そ

の背景に控える社会ダーウィニズムについて

検討します。社会ダーウィニズムは、人間の

競争を通じて慣習としての社会制度が進化す

るという発想に基づき、制定法による社会変

革を否定します。この「なすに任せよ」の体

制が、産業化の過程で様々な社会問題をもた

らしました。そこで、法学と経済学の統合が、

社会問題の解決のために制定法の価値を再評

価し、社会ダーウィニズムを克服するところ

から始まったことを明らかにします。

　第 2 章では、19 世紀のヨーロッパにおい

て興隆した、歴史学派の経済学について検討

します。この学派は、法が人間の経済活動に

影響を与えうるという前提から、立法のあり

方を探求しました。そこで、ヨーロッパの歴

My Book

M
y Book

『「法と経済学」の揺籃』

菊地諒著　成文堂

2021 年 3 月　￥6,050（税込）

史学派が、19 世紀のアメリカにおける法学

と経済学の統合に対してどのような理論的基

盤を提供したかを明らかにします。

　第 3 章では、19 世紀のアメリカにおける

歴史学派の受容について検討します。歴史学

派の理論に基づき、インセンティブとしての

制定法に注目する立場は、「新しい学派」と

呼ばれました。そこで、この「新しい学派」が、

当時のアメリカにおいてどのような評価を受

けていたかを明らかにします。

　第 4 章では、19 世紀のアメリカにおける

法学と経済学の統合について検討します。歴
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史学派の理論に依拠する「新しい学派」は、

産業構造の変化に対応した法学の知見を、経

済学に取り入れることを主張しました。そこ

で、「新しい学派」の主張において、法学と

経済学がどのような関係の下で捉えられてい

たかを明らかにします。

　第 5 章では、20 世紀のアメリカにおいて

興隆した、制度学派の経済学について検討し

ます。これまで検討してきた歴史学派および

「新しい学派」の影響を受けて登場した制度

学派は、法学と経済学の統合を推進しました。

そこで、20 世紀初頭のアメリカにおける法

学と経済学の統合を検討する準備として、制

度学派の基本的な主張を明らかにします。

　第 6 章では、制度学派から見た法学と経済

学の関係について検討します。制度に注目す

る制度学派は、法によって形成される制度を

も対象としており、その分析のために、法学

の知見を経済学に導入することが試みられま

した。これは、第4章で検討した「新しい学派」

の主張を精緻化したものです。そこで、制度

学派によって、法学のどのような部分が経済

学に導入されたかを明らかにします。

　第 7 章では、これまでの議論を踏まえて、

20 世紀初頭のアメリカにおける法学と経済

学の統合について検討します。複数の経済学

者・法学者による制度論を中心に、法学と経

済学がどのように統合されているか、この統

合がどのような理由から行われているかを明

らかにします。以上の検討を通じて、19 世

紀から 20 世紀初頭にかけての法学と経済学

の統合を「法と経済学」の揺籃として描き出

し、思想史の中に位置づけることが、本書の

目的です。

　本書は、日本での研究の蓄積が少ない「法

と経済学」の前史に関して、基礎的な知見を

提供することを企図しています。そのため、

当時の議論をなるべく内在的に理解し、再構

成しようとする姿勢から、個々の議論が有す

る現代的価値について十分な言及がなされて

いません。この点は、今後の研究を通じて拡

充を図りたいと考えています。

　また、本書は「法と経済学」と銘打ってお

きながら、（ロナルド・コース以後の）いわ

ゆる「法と経済学」について正面から取り上

げていません。この点について釈明すると、

当初の構想では、19 世紀から現代に至るま

での「法と経済学」の変遷を描き出す予定で

した。しかし、この作業は経済学という学問

の歴史をたどるものであり、時間的な制約の

中では困難であったため、方針を変更して本

書のような形に落ち着きました。なお、本書

の随所で現代の「法と経済学」との比較が挿

入されているのは、当初の構想の名残です。

　本書の完成は、多くの方々のお力添えによ

るものです。特に、立命館大学法学部共同研

究室の佐藤理英さん、畑千代さん、阿部環さ

んには、本書の一部を論文として『立命館法

学』に掲載する際に、校正の過程で大変お世

話になりました。心より御礼申し上げます。

　いわゆる学際・学融の契機は、大きな問題

に対する共闘の精神にあるということを、昨

今のコロナ禍において痛感しています。本書

が、そのような共闘の一例を示すものとして、

少しでも読者のみなさまの参考になれば幸い

です。

（きくち　りょう・法哲学）

M
y Book
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Study Group
　　研究会

2021 年 2 月～ 6 月 

■法学部定例研究会：

21 年 2 月 6 日 商法研究会：中村康江氏「任期短縮の定款変更による取締役の退任と会社

法 339 条 2 項の類推適用」、村上康司氏「株主資格の確認・代理行使と株

主総会決議の取消し（札幌高判令和元年 7 月 12 日金融・商事判例 1598
号 30 頁）」

21 年 2 月 24 日 第 26 回最高裁研究会：大久保史郎氏「アメリカ政権移行の混乱－その意

味すること」、坂田隆介氏「アメリカ大統領選挙と合衆国最高裁判所」

21 年 2 月 25 日 2021 年度立命館大学法学部客員教授講演会：Wolf-Dietrich Walker 氏「ド

イツ強制執行法における効果的な権利保護」

21 年 3 月 4 日 立命館大学学法学部国際シンポジウム：Wolf-Dietrich Walker 氏「スポー

ツ仲裁と人権保障」

21 年 3 月 6 日 商法研究会：桜沢隆哉氏「招集株主によるクオカード贈与の表明と株主総

会開催禁止の仮処分」東京高決令和 2・11・2 金判 1607 号 38 頁（原審：

さいたま地決令和 2・10・29 金判 1607 号 45 頁）、品谷篤哉氏「代表取締

役による代表権濫用に関する覚書」

21 年 3 月 11 日 2021 Ritsumeikan University Preliminary International Online 
Workshop：Chien-Liang Lee 氏「E-Justice in Taiwan」

21 年 3 月 25 日 第 2 回政治学研究会：柳至氏「緊急事態宣言の受容：手続き的公正の影響

に着目したシナリオ実験」

21 年 4 月 24 日 商法研究会：竹濵修氏「自動車保険契約における酒気帯び運転免責条項に

よる免責の可否（大阪高判令和 1・5・30 判時 2444 号 20 頁）」、久保壽彦

氏「会社法 484 条 3 項に係る一考察（福岡高裁那覇支部判令和 2 年 2 月

27 日金判 1593 号 14 頁を題材にして）」

21 年 5 月 1 日 Online Seminar on Asia and Latin America Enforcement Law：Zhixun 
CAO 氏「Effective Rights Protection in Chinese Enforcement Law」

21 年 6 月 11 日 日独交流 160 周年記念オンラインシンポジウム：Rupert Scholz 氏

「Corona-Pandemie und verfassungsrechtliche Probleme」

Study Group
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Research 
Grant

　　科研費

2021 年度

基盤研究（B） 親の別居・離婚における子の権利保障システムの構築

 研究代表 二宮 周平

基盤研究（B） 公共政策におけるリスケーリング（政府間関係・行政単位の再編）に関する研究

 研究代表 德久 恭子

基盤研究（B） 医療安全と紛争解決の有機的連携の促進のための複数領域による国際比較研究

 研究代表 平野 哲郎

基盤研究（B） わが国における神経法学の基盤的研究－法学・医学 ･心理学の協働－

 研究代表 山口 直也 
基盤研究（C） 明治期の日本人留学生のドイツにおける法学博士学位の取得とその法史学上の

意義

 研究代表 高橋 直人

基盤研究（C） 会社訴訟のコーポレートガバナンスにおける役割の変容

 研究代表 山田 泰弘

基盤研究（C） アフロキューバ主義における混血アイデンティティの言説形成プロセスの解明

 研究代表 安保 寛尚

基盤研究（C） 日本中世における法・裁判・紛争処理に関する再定位：中世法制史研究の基盤

形成へ

 研究代表 河野 恵一

基盤研究（C） ドイツにおける重罪合意罪（謀議罪）及び犯罪結社罪・テロ結社罪の歴史的展

開と現状

 研究代表 安達 光治

基盤研究（C） 算定コストを考慮した、知的財産権侵害に対する損害賠償の具体的な算定枠組

みの研究

 研究代表 宮脇 正晴 
基盤研究（C） ウェストミンスター型制度・思想の日本への影響に対する解釈アプローチから

の研究

 研究代表 小堀 眞裕

基盤研究（C） 専門訴訟での規範形成過程とその制度的・人的体制の実証的・比較法的研究

 研究代表 渡辺 千原 
基盤研究（C） 労働法における憲法価値の実現に関する日独比較研究

 研究代表 倉田 原志 
基盤研究（C） 税務行政の国際化と情報通信技術の利用と納税者権利保護の新たな展開

 研究代表 望月 爾
基盤研究（C） 日本本土における米軍基地問題の史的展開－「危険性」の変容と「同盟」強化

 研究代表 吉次 公介

基盤研究（C） 中国語教育のためのレアリア・文化語彙理解の基礎的研究

 研究代表 中西 千香

基盤研究（C） 政党多極化時代における憲法規範論としての「実効的な議会内野党」

 研究代表 植松 健一

基盤研究（C） 法人税法上の繰越欠損金の研究

 研究代表 安井 栄二

Research Grant
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基盤研究（C） 締約強制論の射程とその限界

 研究代表 谷江 陽介 
基盤研究（C） 効果的な権利保護と事案解明

 研究代表 出口 雅久

基盤研究（C） ハーバード初の小児科正教授を取り巻く文脈－米国小児科学の〈母〉に着目して

 研究代表 吉岡 公美子 
基盤研究（C） 総記化の理論と応用

 研究代表 藏藤 健雄

基盤研究（C） 第二言語話者の「談話構築能力」の発達過程　－談話機能主義の観点から－ 
研究代表 遠山 千佳

基盤研究（C） 性犯罪規定改正後に想定される実務上の諸問題に関する理論的研究

 研究代表 嘉門 優
基盤研究（C） 犯罪やテロ防止権限の不作為に関する国家賠償責任の日仏比較研究

 研究代表 北村 和生 
基盤研究（C） 自由選挙の原則を理論的に再構成するための棄権の自由の再定義

 研究代表 倉田 玲
基盤研究（C） 性的被害に対する損害賠償請求権の消滅時効論－解釈論・立法論の現代化

 研究代表 松本 克美

基盤研究（C） SNS による刑事事件情報拡散時代における適正な刑事司法の実現についての

研究

 研究代表 渕野 貴生

基盤研究（C） 薬物事犯および財産犯における刑罰と処分および治療の兼ね合い

 研究代表 松宮 孝明 
基盤研究（C） グループ利益の追求と子会社利害関係者保護

 研究代表 清水 円香

挑戦的研究（萌芽） 教員のインフォーマル・ネットワークの機能に関する研究

 研究代表 德久 恭子

若手研究（B） 子会社利害関係者の保護と親会社の責任

 研究代表 清水 円香

若手研究（B） ポスト基礎付け主義時代におけるデモクラシーの行方：アゴニズムの民主主義

論を中心に

 研究代表 山本 圭
若手研究 不利益分配を合意する－地方自治体における公共施設統廃合－

 研究代表 柳 至
研究活動スタート支援 リーガル・リアリズムの再定位：法学と経済学の横断運動として

 研究代表 菊地 諒

若手研究 知的財産紛争解決の総合的研究

 研究代表 畑中 麻子

若手研究 機能不全の解消に向けた行政罰各論の領域横断的研究 －主要６分野の比較分

析－

 研究代表 田中 良弘

若手研究における独立基盤形成支援 行政罰に関する統一的法理論の確立に向けた行政罰各

論の日独比較法研究

 研究代表 田中 良弘

Research Grant
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